
個人情報ファイルの名称 行政機関等の名称 組織の名称 利用目的 記録項目 記録範囲 収集方法
要配慮個人情報が含まれるかど
うか

経常的提供先 他の法律・命令による訂正等の制度
データ・紙の
別

政令第21条第7項に該当
する個人情報ファイルの
有無

備考

1
本人（同居親族
を含む）の届け
出

●●から提供 ●●調査 その他

【特定追加】生緑確認用データ 市長 都市企画課
生産緑地法に基づく指定情報の管理に使
用。

ID 生産緑地所有者 ● 含む データ 無

■特定生緑受付簿 市長 都市企画課
生産緑地法に基づく特定生産緑地申請情報
の管理に使用。

受付番号 生産緑地所有者 ● 含む データ 無



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 【特定追加】生緑確認用データ

行政機関等の名称 市長

都市企画課

個人情報ファイルの利用目的 生産緑地法に基づく指定情報の管理に使用。

記録範囲 生産緑地所有者

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

ID,受付NO,一意番号,受付日,決定CO,決定CO旧,決定日,集計CO,申出CO,受理日,買取CO,地区CO,地区NO,地区名,町名CO,本番,枝番,孫番,区分CO,付番,分離CO,分離名,登記,現況,確認,地積,申
出地積,所有者,所有氏名,所有カナ,所有住所,所有郵便,個人法人,申出氏名,申出カナ,申出住所,申出郵便,申出TEL,住基番号,死亡等CO,権利氏名,権利カナ,権利住所,権利CO,権利名,同意有無
CO,営農要件,農地法,所在有無,事業認可,小作人数,権利者数,相続の要,判断支障CO,指定要件備考,都計施設,施設名,指定地番の変更,主たる従事者の変更,区分,同意者,指定要件備考２,現在所
有者,小作人,主たる従事者,受付番号,受付日2,指定年月日,申出基準日,解除公示日,指定意向無し,買取申出日,備考

記録項目

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

記録情報の収集方法

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 ■特定生緑受付簿

行政機関等の名称 市長

都市企画課

個人情報ファイルの利用目的 生産緑地法に基づく特定生産緑地申請情報の管理に使用。

記録範囲 生産緑地所有者

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

無

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

受付番号,受付日,受付NO,地区番号,所　在,備　考,面積（㎡）,指定要件備考,指定地番の変更,区分,指定の可否,複数所有者,その他,納税猶予,小作,権利関係,生産緑地指定日,申出基準日,所有者,
郵便番号,住所,住所,その他,電話番号,相続人,管理状況

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間


